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1 募集要領 

第２ 応募資格等 

「１ 宮城県内に事業所を有する法

人であること」について、弊社は宮城

県内に単独の事業所を設置しておら

ず、グループ会社が有する執務室を間

借りして業務を行っているが、当該要

件を満たすか。 

宮城県内に単独の事業所を設置して

いないということから、当該要件を満た

すとは言い難い。 

ただし、貴社のグループ会社が有する

執務室に貴社の看板を掲げたり、郵便物

が届く等、事業所を設置していると同等

の信頼性を担保でき、かつ、貴社社員が

常駐して事業活動を行っており、円滑に

当県や対象企業との連絡調整、問合わせ

対応ができることを確約できるのであ

れば、事業所を有しているとみなす。 

 


